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鳥取県土木工事共通仕様書等の一部改正について（通知）

このことについて、別添のとおり改正し、平成１８年６月１日以降起工決裁す

る工事から適用することとしましたので通知します。

○改正概要

１ 鳥取県土木工事共通仕様書

工事出来形図（横断・展開図等）の作成及び幅員管理の規定を明記。

２ 施工管理基準（出来形管理）

幅員の出来形管理項目を明記。

３ 鳥取県土木工事監督基準及び鳥取県土木工事監督マニュアル

幅員及び出来形測量結果の段階確認を明記。

（問い合わせ先）

鳥取県県土整備部企画防災課

担 当：技術調査係 澤

電 話：0857-26-7410

ﾌｧｸｼﾐﾘ：0857-24-7460



鳥取県土木工事共通仕様書等の一部改正

１ 鳥取県土木工事共通仕様書の改正
（１）第１編共通編第１章総則第１節総則

１－１－２３に次の３．を追加する。

３．請負者は、出来形測量により中心線、横断、用地境界等を確認し、その結果を基に、設計値と実測値を対比した横断面図・展開図
等の工事出来形図を作成し、監督員に提出しなければならない。

（２）第１編共通編第３章一般施工第３節共通的工種
３－３－１に次の２．及び３．を追加する。

２．請負者は、道路工事において、道路中心線からの幅の確認により、所定の道路幅員が確保されるように施工しなければならない。
３．請負者は、河川工事等において、全幅の確認により、所定の河幅が確保されるように施工しなければならない。

２ 施工管理基準（出来形管理）の改正
施工管理基準（出来形管理）に次の表を追加する。
編 章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要
１ ３ ３ 道路改良 幅 W１ -12mm 片側延長20ｍ毎に1 道路中心線
共通 一般 共通 箇所 からの幅

施工 的工
種 幅 W２ -12mm 片側延長20ｍ毎に1 道路中心線

箇所 からの幅

幅 W３ -25mm 片側延長20ｍ毎に1
箇所

護岸工 幅 -30mm 延長40ｍ又は測点毎
流路工 W１、W２ ≦3m に1箇所、40ｍ未満

の場合は、1施工箇
所につき2箇所

幅 -1％ 延長40ｍ又は測点毎
3m＜W１、W２ に1箇所、40ｍ未満

の場合は、1施工箇
所につき2箇所

ＣＬ

ｗ2ｗ1ｗ3

ｗ1

ｗ2



３ 鳥取県土木工事監督基準の改正
別表１ 段階確認一覧に次の表を追加する。
種 別 細 別 確認時期 確認項目 確認の頻度

出来形測量 完成時 中心線、横断、測量標（基準点、 一般:10%
結果 仮ＢＭ）、用地境界等 （延長200ｍ以下の場合は2箇所）

重点:30%
共通的工種 道路改良 施工時 幅 W１ 一般:10%

幅 W２ （延長200ｍ以下の場合は2箇所）
幅 W３ 重点:30%

護岸工 施工時 幅 W１ 一般:10%
流路工 幅 W２ （延長200ｍ以下の場合は2箇所）

重点:30%

４ 鳥取県土木工事監督マニュアルの改正
（１）第１編共通編第１章に次の表を追加する。

1-1-1-23：数量の算出（出来形測量）
施工段階 仕様書と 内 容 提出書類 監 督 備考

の関係 項目 留意事項 方法 頻 度
工事完成時 1-1-1-23 測量結果 ・測量結果を工事出来形図と対比して現地で確認する。段階確認書 確認 一般:10%（延長200

ｍ以下の場合は2
必須測定項目：横断（幅、高さ）用地境界 箇所）
任意測定項目：測量標（仮ＢＭ、基準点）、工事用多 重点:30%

角点、中心線等

（２）第１編共通編第３章に次の表を追加する。

1-3-3-1：一般事項 道路改良
施工段階 仕様書と 内 容 提出書類 監 督 備考

の関係 項目 留意事項 方法 頻 度
施工時 1-3-3-1 幅 W１ ・監督員は幅が規格値以内であるか確認する。 段階確認書 確認 一般:10%（延長200

幅 W２ ｍ以下の場合は2
幅 W３ 箇所）

重点:30%

1-3-3-1：一般事項 護岸工・流路工
施工段階 仕様書と 内 容 提出書類 監 督 備考

の関係 項目 留意事項 方法 頻 度
施工時 1-3-3-1 幅 W１ ・監督員は幅が規格値以内であるか確認する。 段階確認書 確認 一般:10%（延長200

幅 W２ ｍ以下の場合は2
箇所）

重点:30%




